
第４期がん対策推進基本計画施策に対する取組一覧

見出し 「取り組むべき施策」の記載 【最終版】 具体的な取組(2023年４月以降） 今後予定している取組
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尊厳を持って
安心して暮ら
せる社会の
構築

⑴
相談支援及
び情報提供

①
相談支援に
ついて

拠点病院等は、がん相談支援センターの認知度向上及
びその役割の理解の促進のため、地域の関係機関等と
連携して、自施設に通院していない者も含む患者やその
家族等への適切なタイミングでの周知に引き続き取り組
む。また、相談支援体制へのアクセシビリティを向上させ
るため、オンライン等を活用した体制整備を進める。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健発0 8 0 1第１６号
令和４年８月１日）において、がん相談支援センターを周知するため
に、地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん
相談支援センターに関する広報を行うことや、自施設に通院していな
い者からの相談にも対応することといった体制を整備することを、指
定要件としていることに加え、がん相談支援センターに対し、必要に
応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等も活
用することを求めている。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○がん診療連携拠点病院等の現況報告書にて、要件の充
足状況を確認し、把握していく。

国は、相談支援の質を担保するため、関係団体等と連携
し、がん相談支援に係る研修等に引き続き取り組む。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健発0 8 0 1第１６号
令和４年８月１日）に定めている「国立がん研究センターが実施する
がん相談支援センター相談員研修」を引き続き実施する。
○「がん相談員基礎研修（３）」については、応募が多く受講できない
方が毎年一定数発生していた。そのため、令和５～７年度に厚生労
働科学研究費補助金で補助を行っている「がんの相談支援の質の
確保及び持続可能な体制の構築に資する研究」において、国立がん
研究センター以外の関係団体が主催しても本研修と同等以上の研
修効果があることを検証し、その効果が認められたことから、令和７
年度より本研修に準拠する研修を開始している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○引き続き、厚生労働科学研究にて、「がん相談員基礎研
修（３）」の運用を検証していく。

国は、効率的・効果的な体制を構築する観点から、多様
化・複雑化する相談支援のニーズに対応できる質の高い
相談支援体制の整備を推進するとともに、持続可能な相
談支援体制の在り方等について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健発0 8 0 1第１６号
令和４年８月１日）において、がん相談支援センター相談員研修を終
了した者の配置を求めるなど、質の高い相談支援体制の整備を推進
している。
○令和５～７年度に厚生労働科学研究費補助金で補助を行っている
「がんの相談支援の質の確保及び持続可能な体制の構築に資する
研究」において、持続可能な相談支援体制の在り方等について調査
を実施している。これにより、「がん相談員基礎研修（３）」の運用を進
めることで、相談員の育成を推進することや、相談員が活用できる資
材作成などを推進している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○厚生労働科学研究の成果を踏まえ、「がん診療連携拠
点病院等の整備について」（健発0 8 0 1第１６号　令和４年
８月１日）の改定に向けて検討する。

項目番号

第93回がん対策推進協議会

令和８年３月９日

参考資料

６
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国は、拠点病院等と民間団体による相談機関やピア・サ
ポーター等との連携体制の構築について検討する。併せ
て、相談支援の一層の充実を図るため、ＩＣＴや患者団
体、社会的人材リソース を活用し、必要に応じて地方公
共団体等の協力が得られる体制整備の方策について検
討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健発0 8 0 1第１６号
令和４年８月１日）において、ピア・サポートの質の向上に対する支援
等に取り組むこと、患者サロン等の場にピア・サポーターを活用す
る、もしくは患者団体等と連携して実施するよう努めること等を求め
ている。
○「がん総合相談に携わる者に対する研修事業」において、都道府
県によるピア・サポーター養成研修開催の支援や、医療機関による
サポートグループの企画運営に関する研修など、ピア・サポーターと
の連携体制に対する支援に努めている。
○令和７年度がん対策推進総合研究事業「がん診療連携拠点病院
等と患者団体や社会的人材リソースとの連携の推進に関する研究」
にて、地域における相談支援の一層の充実に向けた調査を進めて
いる。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○がん対策推進総合研究事業の研究を踏まえ、相談支援
の一層の充実を図るための方策を検討する。

国は、がん患者がピア・サポーター等からの支援を受け
やすくなるよう、相談支援等に携わる者からピア・サポー
ター等につなげるための仕組みについても検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「がん総合相談に携わる者に対する研修事業」において、都道府
県によるピア・サポーター養成研修開催の支援や、医療機関による
サポートグループ企画運営に関する研修など、これまでピア・サポー
ターとの連携体制に対する支援に努めている。
○令和７年度がん対策推進総合研究事業「がん診療連携拠点病院
等と患者団体や社会的人材リソースとの連携の推進に関する研究」
にて、地域における相談支援の一層の充実に向けた調査を進めて
いる。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○がん対策推進総合研究事業の研究を踏まえ、相談支援
の一層の充実を図るための方策を検討する。

②
情報提供に
ついて

国は、患者やその家族等が、必要な時に正しい情報を入
手し、適切な選択ができるよう、ニーズや課題等の把握を
進め、「情報の均てん化」に向けた適切な情報提供の在
り方について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度に厚生労働科学研究費補助金で補助を行っている
「科学的根拠に基づくがん情報の提供及び均てん化に向けた体制整
備のあり方に関する研究」において、情報の均てん化に向けた適切
な情報提供のあり方に関する研究を実施している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○厚生労働科学研究の結果を踏まえ、引き続き検討を行
う。

国は、インターネット等に掲載されているがんに関する情
報については、科学的根拠に基づいているとは言えない
情報が含まれることを、国民に対して注意喚起するなど、
引き続き、国立がん研究センターや関係団体等と連携し
て、がんに関する正しい情報の提供及び理解の促進に取
り組む。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度に厚生労働科学研究費補助金で補助を行っている
「科学的根拠に基づくがん情報の提供及び均てん化に向けた体制整
備のあり方に関する研究」において、人の行動特性に応じて国民が
必要な情報にアクセスできるシステムの検討及び構築に関する研究
を進めている。
○国立がん研究センターの運営する「がん情報サービス」において、
がんに関する正しい情報の発信等を進めている。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○厚生労働科学研究の結果を踏まえ、引き続き検討を行
う。

国は、障害等により情報取得や意思疎通に配慮が必要
な人や、日本語を母国語としていない人への情報提供を
適切に行うことで医療へのアクセスを確保するために、現
状及び課題等を把握し、情報提供体制の在り方について
検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度に厚生労働科学研究費補助金で補助を行っている
「がん罹患前より障害があるがん患者に対する医療機関における適
切な医療・支援の実装に資する研究」において、検診も含めた情報
提供のあり方について検討している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○厚生労働科学研究の結果を踏まえ、引き続き検討を行
う。
○日本語を母国語としない人への情報提供については、
今後厚生労働科学研究にて検討を予定している。
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⑵

社会連携に
基づく緩和ケ
ア等のがん
対策・患者支
援

拠点病院等は、地域の実情に応じた患者支援体制の構
築のため、都道府県がん診療連携協議会において、セカ
ンドオピニオンを受けられる医療機関や、緩和ケア及び
在宅医療等へのアクセスに関する情報提供の在り方に
ついて検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健発0 8 0 1第１６号
令和４年８月１日）における指定要件として定めていくとともに、現況
報告書で状況把握している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健発0 8 0
1第１６号　令和４年８月１日）における指定要件として定め
ていくとともに、現況報告書で状況把握していく。

拠点病院等は、地域包括ケアシステムの仕組みも踏まえ
つつ、地域の実情に応じて、介護事業所や薬局等の地域
の関係機関との連携や、社会的支援や困難事例等への
対応に取り組む。国は、地域の関係者間の連携体制を構
築することで、地域における課題の解決を促すため、拠
点病院等を中心とした施設間の連携・調整を担う者の育
成に、引き続き取り組む。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「地域緩和ケアネットワーク構築事業」において、拠点病院等を中
心とした施設間の連携・調整を担う者として、地域緩和ケア連携調整
員の育成に引き続き取り組む。
○「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健発0 8 0 1第1 6号
令和４年８月１日）において、「地域の医療機関や在宅療養支援診療
所等の医療・介護従事者と情報を共有し、役割分担や支援等につい
て検討する場を設けること」を指定要件としている。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「地域緩和ケア等ネットワーク構築事業」における、地域
緩和ケア連携調整員のあり方について検討する。

国は、セカンドオピニオンに関する情報提供及び利用状
況等の実態把握を行い、関係団体等と連携した適切な情
報提供の在り方について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○がん診療連携拠点病院等の現況報告書や患者体験調査でセカン
ドオピニオンに関する実態把握に努めている。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
引き続き、「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健
発0 8 0 1第１６号　令和４年８月１日）及び現況報告書で状
況把握していく。

⑶

がん患者等
の社会的な
問題への対
策（サバイ
バーシップ支
援）

①
就労支援に
ついて

国は、がん患者・経験者やその家族等の生活の質の向
上のため、現在の両立支援制度の効果及び課題を明ら
かにし、普及啓発、主治医から産業医への情報提供をは
じめとする医療機関等と産業保健との一層効果的な連携
等について検討する。また、国は、医療機関等において
就労支援に携わる者が、産業医等と連携し、患者・事業
主間の治療と仕事の両立へ向けた調整を支援できる体
制の整備に取り組む。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○がん診療連携拠点病院機能強化事業における「がん患者の就労
に関する総合支援事業」を実施し、がん診療連携拠点病院等におけ
る両立支援の体制強化に努めている。

【労働基準局安全衛生部労働衛生課メンタルヘルス対策・治療仕事
の両立支援推進室】
○厚生労働科学研究にて、治療と仕事を両立する患者に対する継
続的な支援の実態と方策の検討を行った。

【労働基準局安全衛生部労働衛生課メンタルヘルス対策・
治療仕事の両立支援推進室】
○労働施策総合推進法の法改正に基づく治療と仕事の両
立支援指針について検討会で検討する中で、産業医と主
治医による情報交換など効果的な連携等について検討す
る。

国は、再就職支援を推進する観点から、拠点病院等とハ
ローワークとの連携体制の整備に引き続き取り組む。

【職業安定局首席室】

○拠点病院等とハローワークとの連携体制の整備の取組を実施し

た。
・ハローワークと連携した就職支援を行っている拠点病院等の割合
は、令和5年4月1日時点では51.5%であったが、令和6年4月1日時点
では52.9%、令和7年4月1日時点では54.4%と、割合は年々上昇してい

る。

・長期療養者就職支援事業を活用したがん患者の就職者数につい
ても、令和4年度では2,224人であったが、令和５年度には2,336人、
令和6年度には2,376人と実績は年々増加している。

【職業安定局首席室】
○「長期療養者就職支援事業」において拠点病院等とハ
ローワークの連携に引き続き取り組む。
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国は、就労支援のさらなる充実に向けて、様々な就労形
態におけるがん患者の就労及び離職の実態を把握し、そ
れを踏まえた就労支援の提供体制について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度に厚生労働科学研究費補助金で補助を行っている
「がん患者の治療と仕事の両立支援や就職支援プログラムの実装に
向けた研究」において、長期療養中に生じる課題やニーズ、医療機
関や企業等における両立支援の普及状況等の実態把握などを実施
した。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○厚生労働科学研究の成果等を踏まえ、作成した就労支
援の介入プログラムの実装などを検討する。

国は、がん患者が治療と仕事を両立できるよう、中小企
業も含めて、企業における支援体制や、病気休暇、短時
間勤務や在宅勤務（テレワーク）など企業における休暇
制度や柔軟な勤務制度の導入等の環境整備を更に推進
するため、産業保健総合支援センター等の活用や助成金
等による支援、普及啓発に取り組む。

【労働基準局安全衛生部労働衛生課メンタルヘルス対策・治療仕事

の両立支援推進室】

○産業保健総合支援センターにおいて、治療と仕事の両立支援の専

門スタッフを配置し、専門的研修、相談対応、事業場への訪問による
制度導入等の支援を無料で提供している。

【労働基準局安全衛生部労働衛生課メンタルヘルス対策・
治療仕事の両立支援推進室】
○労働施策総合推進法の法改正を踏まえ、産業保健総合
支援センターの支援体制の拡充に取り組む。

国は、両立支援コーディネーターの更なる活用に向けて、
その活動状況を把握するとともに、地域職域連携の観点
からより効果的な配置について検討する。

【労働基準局安全衛生部労働衛生課メンタルヘルス対策・治療仕事
の両立支援推進室】
○両立支援コーディネーター養成研修修了者を対象としたフォロー
アップ調査を実施し、活動状況を把握している。
○各地域において、両立支援コーディネーターを配置・活用している
支援機関等（産業保健総合支援センターや自治体、医療機関、企業
等）で構成する「地域両立支援推進チーム」を都道府県労働局に設
置し、取組の連携や情報共有を図っている。

【労働基準局安全衛生部労働衛生課メンタルヘルス対策・
治療仕事の両立支援推進室】
○労働施策総合推進法の改正により、令和８年４月１日か
ら、事業主に対し、治療と仕事の両立支援の取組の努力
義務化を課すとともに、その適切・有効な実施を図るため
の指針を策定し、公表する予定。
○労働施策総合推進法の改正に合わせて、「地域両立支
援推進チーム」の体制強化について検討する。

②
アピアランス
ケアについて

国は、アピアランスケアについて、患者やその家族等が
正しい知識を身につけられるよう、医療従事者を対象とし
た研修等を引き続き開催するとともに、相談支援及び情
報提供の在り方について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
〇国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センターにて「ア
ピアランスケア研修会」（令和３年～）の開催を継続している。

○多職種による相談支援・情報提供体制の整備にむけて、令和５～
７年度にアピアランスに係る相談支援・情報提供のモデル事業を実
施し、がん診療連携拠点病院において、相談支援及び情報提供を含
む効果的なアピアランスケアの相談支援・情報提供体制について検
証した。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和８年度からは、がん診療連携拠点病院機能強化事
業（都道府県がん診療連携拠点病院を対象）にアピアラン
スケアに係る相談支援・情報提供の体制整備を組み入れ
る予定としている。

国は、アピアランスケアの充実に向けて、拠点病院等を
中心としたアピアランスケアに係る相談支援・情報提供体
制の構築について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
〇多職種による相談支援体制の整備にむけて、令和５～７年度に
て、アピアランスに係る相談支援・情報提供のモデル事業を実施し、
がん診療連携拠点病院における効果的なアピアランスケアの相談支
援・情報提供体制について検証した。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和８年度からは、がん診療連携拠点病院機能強化事
業（都道府県がん診療連携拠点病院を対象）にアピアラン
スケアに係る相談支援・情報提供の体制整備を組み入れ
る予定としている。

③
がん診断後
の自殺対策
について

国は、がん患者の診断後の自殺対策について、医療従
事者等が正しい知識を身につけられるよう、研修等の開
催や、相談支援及び情報提供の在り方について検討す
る。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
令和５～７年度厚生労働科学研究「がん患者の自殺予防プログラム
の実装と教育プログラム開発に向けた研究」において、「がん医療に
おける自殺対策の手引き」の改訂、医療従事者に対する自殺対策に
関する研修会の実施、がん患者の自殺対策のための院内フローモ
デルの作成に資する資料を作成し、令和8年3月に「がん医療におけ
る自殺対策の手引き」の改訂版を公表した。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
〇厚生労働科学研究の結果を踏まえ、がん診療連携拠点
病院等へ「がん医療における自殺対策の手引き」の周知を
進めるとともに、必要な検討を行う。
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国は、がん診断後の自殺対策を推進するため、がん患者
の自殺リスクやその背景等について実態把握を行い、必
要な対応について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度の厚生労働科学研究「がん患者の自殺予防プログ
ラムの実装と教育プログラム開発に向けた研究」において、がん患
者の自殺に関する実態の把握や、がん患者の自殺予防プログラム
の実装について研究を実施している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○厚生労働科学研究の結果を踏まえ、引き続き検討する。
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④
その他の社
会的な問題
について

国は、高度化する治療へのアクセスを確保するため、患
者・経験者・家族等の経済的な課題等を明らかにし、関
係機関や関係学会等と協力して、利用可能な施策の周
知や課題解決に向けた施策について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和６～７年度厚生労働科学研究「がん患者とその家族の社会的
課題への理解と支援に向けた総合的アプローチ」において、がん患
者の経済的課題について調査を実施している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○厚生労働科学研究の結果を踏まえ、必要な検討を行う。

国は、障害がある等により情報取得や意思疎通に配慮
が必要ながん患者の実態やニーズ、課題を明らかにし、
がん検診や医療へのアクセス等の在り方について検討す
る。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度の厚生労働科学研究「障害があるがん患者に対す
る医療機関における適切な医療・支援の実装に資する研究」におい
て、がんになる前から障害のある患者の受診実態と障害者への対応
状況の実態把握を行い、情報提供のあり方について検討している。
○令和５～７年度厚生労働科学研究「精神障害のある方に対するが
ん検診及びがん診療のアクセシビリティの向上に資する研究」におい
て、精神障害者のがん検診及びがん診療のアクセシビリティを改善
することを目的に、①精神科医療機関におけるがん検診勧奨法を開
発、②市町村が有するがん検診データと障害福祉データを利活用
し、精神障害者のがん検診受診率の動向明らかにする調査法の確
立のための予備調査の実施、③がん診療連携拠点病院等におい
て、精神障害のあるがん患者の治療を支援するためのプログラムの
開発を実施している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○厚生労働科学研究の結果を踏まえ、必要な検討を行う。
○厚生労働科学研究において、①精神障害者に対するが
ん検診勧奨法の取組を広げるにあたり、どのような病院が
この方法を採用し取り組んでいるのか、病院の特徴を明ら
かにする、②予備調査を踏まえて、関西・中国・四国地方
の全ての市町村を対象に調査を実施し、精神障害者のが
ん検診の受診率の動向を明らかにする、③精神障害者の
あるがん患者の治療を支援するプログラムに沿った臨床
実践し、プログラムの実行可能性を評価し、プログラムを修
正する。

地方公共団体は、がんに対する「偏見」の払拭や正しい
理解につながるよう、民間団体や患者団体等と連携し、
普及啓発に努める。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○都道府県は、がんへの正しい理解及びがん医療への適切な受診・
協力等が得られることを目的として、がん患者、家族、地域住民又は
児童生徒等に対するがんの知識・情報等の提供、普及啓発等に関
する事業を実施している。
○拠点病院においては、当該がん医療圏における学校や職域より依
頼があった
際には、外部講師として診療従事者を派遣し、がんに関する正しい
知識の普及啓発を実施している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○引き続き、都道府県や拠点病院等において、がんへの
正しい知識の普及啓発に努めることとする。

⑷

ライフステー
ジに応じた療
養環境への
支援
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①
小児・AYA世
代について

国は、教育支援の充実に向けて、医療従事者と教育関係
者との連携に努めるとともに、療養中に教育を必要とする
患者が適切な教育を受けることのできる環境の整備、就
学・復学支援等の体制整備を行う。また、ＩＣＴを活用した
遠隔教育について、課題等を明らかにするため、実態把
握を行う。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「小児がん拠点病院等の整備について」において、「切れ目のない
教育支援のためにＩＣＴ（情報通信技術）等を活用した学習活動を含
めた学習環境の整備を進めること」としている。

【文科省初等中等教育局特別支援教育課】
○文部科学省では、令和５年３月に改正した告示及び通知の内容を
踏まえ、「病気療養児に関する実態調査」の結果公表に併せて、各
自治体等に対して事務連絡（令和５年10月27日付事務連絡）を発出
するほか、特別支援教育等の担当者が集まる会議において、ICTを
活用した遠隔授業の各自治体における事例を含めて周知を行うな
ど、取組を行ったところである。また、令和５～６年度には病気療養
中等の児童生徒に対するオンデマンド型の授業に係る調査研究事
業を実施し、課題の整理等を行った。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○小児がん拠点病院等の現況報告書で要件充足状況を
確認、状況把握していく。

【文科省初等中等教育局特別支援教育課】
改正した制度の内容や、各自治体における活用事例、調
査研究の成果等について、各種会議等における説明等を
通じて周知徹底を図ることで、病気療養中の児童生徒が適
切に教育を受けることのできる環境の整備を促していく。
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国は、長期フォローアップや移行期支援など、成人診療
科と連携した切れ目ない支援体制が、地域の実情に応じ
て構築できるよう、患者の健康管理の方法、地域におけ
る療養の在り方、再発・二次がん・併存疾患のフォロー
アップ体制等の医療・支援の在り方について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度に厚生労働科学研究費補助金で補助を行っている
「小児がん拠点病院等及び成人診療科との連携による長期フォロー
アップ体制の構築のための研究」において、令和６年度までに小児
がん経験者のデータを系統的かつ一元的に集積するための全国規
模の情報インフラである長期フォローアップセンターを構築し、日本
小児がん研究グループ（JCCG）大規模観察研究における一次調査
データの結果をもとに前向き観察研究を計画した。
〇移行期医療については、令和５～７年度厚生労働科学研究「小
児・AYA世代のがん経験者の健康アウトカムの改善および根治困難
ながんと診断されたAYA世代の患者・家族の生活の質の向上に資す
る研究」と連携して研究を行っている。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「小児がん拠点病院等及び成人診療科との連携による
長期フォローアップ体制の構築のための研究」「小児・AYA
世代のがん経験者の健康アウトカムの改善および根治困
難ながんと診断されたAYA世代の患者・家族の生活の質
の向上に資する研究」での成果を踏まえ、令和８年度に改
定を予定している「小児がん拠点病院等の整備について」
の改定に向けて議論していく。

国は、小児・ＡＹＡ世代のがん経験者の就労における課題
の克服に向けて、ハローワークや地域若者サポートス
テーション等を含む就労支援に関係する機関や患者団体
と連携した取組を引き続き推進する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度に厚生労働科学研究費補助金で補助を行っている
「がん患者の治療と仕事の両立支援や就職支援プログラムの実装に
向けた研究」にて、就労前にがんに罹患した小児患者等に対する就
労支援のあり方について検討している。

【職業安定局首席室】
○ハローワークと拠点病院等が連携し就労支援を実施した。
・ハローワークと連携した就職支援を行っている拠点病院等の割合
は、令和5年4月1日時点では51.5%であったが、令和6年4月1日時点
では52.9%、令和7年度4月1日時点では54.4%と、割合は年々上昇して
いる。
・AYA世代を含む長期療養者就職支援事業を活用したがん患者の
就職者数についても、令和4年度では2,224人であったが、令和５年
度には2,336人、令和6年度には2,376人と実績は年々増加傾向にあ
る。

【人材開発統括官参事官室】
○地域若者サポートステーションにおいては、 就労に当たって困難
を抱える15歳から49歳までの若年無業者等に対し、キャリアコンサ
ルタント等による専門的な相談等の職業的自立に向けた支援を実施
している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度の厚生労働科学研究費補助金で補助を
行っている「がん患者の治療と仕事の両立支援や就職支
援プログラムの実装に向けた研究」の結果を踏まえ、就労
前にがんに罹患した小児患者等に対する就労支援のあり
方について検討する。

【職業安定局首席室】
ハローワークでは、「長期療養者就職支援事業」において
拠点病院等と連携した、AYA世代も含めたがん経験者の
就労支援を実施しており、引き続き拠点病院等との連携に
取り組む。

【人材開発統括官参事官室】
引き続き、地域若者サポートステーションにおいて、若年無
業者等に対する就労支援を実施する。
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国は、小児・ＡＹＡ世代のがん患者の療養環境の課題等
について実態把握を行い、診断時からの緩和ケア提供体
制や在宅療養環境等の体制整備について、関係省庁と
連携して検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度に厚生労働科学研究費補助金で補助を行っている
「小児・AYA世代のがん経験者の健康アウトカムの改善および根治
困難ながんと診断されたAYA世代の患者・家族の生活の質の向上に
資する研究」において、根治困難ながんと診断されたAYA世代患者・
家族の療養と生活の質の向上に必要な施策を検討するため、令和６
年度までにAYA世代のがん患者の実際の療養場所および根治困難
ながんと診断されたAYA世代患者の数や割合等の算出を行った。
○令和５～７年度に厚生労働科学研究費補助金で補助を行っている
「小児がん患者在宅移行の円滑化促進と在宅療養における課題と
ニーズ把握のための研究」において、令和６年度までに小児がん終
末期における在宅療養の現状と課題に対して、「こどもの意思決定
支援」等、より具体的かつ実践的な方策の検討とモデル構築の取組
を実施した。
○AYA世代のがん患者が利用できる支援制度や相談窓口等をまと
めたパンフレット「がんの治療と暮らしを支える制度ガイド」を関係部
局と連携して作成し、令和８年２月に国のウェブサイトにて公表した。

【文部科学省初等中等教育局特別支援教育課】
病気療養児に対する実態調査として、全国の学校に在籍した病気療
養児数や同時双方向型の授業配信の実施状況、各教育委員会にお
ける支援の状況等についての調査結果を令和５年10月に公表し、各
自治体等に対して事務連絡を発出した。

【こども家庭庁成育局成育環境課】
・いわゆる「こどもホスピス」については、こども家庭庁において、国
内の取組の現状及び課題把握等に向けた実態調査等を実施すると
ともに、令和６年度補正予算において、「こどもホスピス支援モデル
事業」を創設した。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「小児・AYA世代のがん経験者の健康アウトカムの改善
および根治困難ながんと診断されたAYA世代の患者・家族
の生活の質の向上に資する研究」および「小児がん患者在
宅移行の円滑化促進と在宅療養における課題とニーズ把
握のための研究」の提言を踏まえ議論を行う。

○AYA世代がん患者が適切に支援制度やサービス等を利
用できるよう、拠点病院等や関係団体等とともに「がんの
治療と暮らしを支える制度ガイド」を活用した周知を推進す
る。

【文部科学省初等中等教育局特別支援教育課】
調査結果を踏まえ、引き続き、病気療養中の児童生徒が
適切に教育を受けることのできる環境の整備を促す。

【こども家庭庁成育局成育環境課】
・引き続きモデル事業の実施に取り組むとともに、「こども
ホスピス」のサポート機能に関する調査を実施し、こども当
事者の声を反映した取組を推進していく予定である。

②
高齢者につ
いて

拠点病院等は、高齢のがん患者への支援を充実させる
ため、地域の医療機関やかかりつけ医、在宅療養支援診
療所、訪問看護事業所等の医療・介護を担う機関、関係
団体、地方公共団体等と連携し、患者やその家族等の療
養生活を支えるための体制を整備するとともに、地域に
おける課題について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健発0 8 0 1第1 6号
令和４年８月１日）において「地域の医療機関等との連携体制の整
備、医療提供体制や社会的支援、緩和ケアについて情報を共有し、
役割分担や支援等について検討する場の設置」を求めている。
○令和５～７年度厚生労働科学研究「高齢がん患者の在宅療養環
境の実態と課題の把握、及び高齢がん患者のフォローアップ体制に
関する研究」において、高齢者のがん医療の在宅療養環境等につき
実態把握を行い、多職種連携における課題について検討している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○引き続き、「がん診療連携拠点病院等の整備について」
（健発0 8 0 1第1 6号　令和４年８月１日）における指定要
件とし、現況報告書で状況把握していく。
○厚生労働科学研究の結果を踏まえ、必要な検討を行う。

国は、高齢のがん経験者のＱＯＬの向上を目指し、高齢
のがん患者が抱える課題について実態把握を行い、長
期療養の中で生じる有害事象などに対応できるよう、患
者の健康管理の方法、地域における療養の在り方、再
発・二次がん・併存疾患のフォローアップ体制等について
検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○令和５～７年度厚生労働科学研究「高齢がん患者の在宅療養環
境の実態と課題の把握、及び高齢がん患者のフォローアップ体制に
関する研究」において、実態把握を行い高齢がんサバイバーのフォ
ローアップ体制について検討している。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
厚生労働科学研究の成果等を踏まえ、必要な検討を行う。
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国は、高齢のがん患者の、人生の最終段階における療
養場所等の選択に関する意思決定を支援するための方
策について検討する。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○「がん診療連携拠点病院等の整備について」（健発0 8 0 1第1 6号
令和４年８月１日）において、「高齢のがん患者や障害を持つがん患
者について、患者や家族の意思決定支援の体制を整え、地域の医
療機関との連携等を図り総合的に支援すること」を指定要件とした。

○令和５～６年度に実施した国立がん研究センターへの委託事業で
ある「遺族調査」において、高齢者における最期の療養場所に関する
医療者との話し合い等について調査し、報告した。

【健康・生活衛生局がん・疾病対策課】
○高齢がん患者の意思決定支援に係る取組について、遺
族調査の結果等を踏まえ、必要な検討を行う。


